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「ダイオキシン類対策特別措置法第２６条の規定に基づく大気のダイオキシン類による汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準につ

いて」の一部改正について（新旧対照表） 

 

新 旧 

ダイオキシン類対策特別措置法第２６条の規定に基づく大気のダイ

オキシン類による汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準 

（平成１７年６月２９日 改正）
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３．測定地点の数及び選定 

 

（１）測定地点数 

  都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における望ましい

測定地点数の水準を決定するものとする。望ましい測定地点数の水

ダイオキシン類対策特別措置法第２６条の規定に基づく大気のダイ

オキシン類による汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準 

（平成１３年５月２１日 制 定） 

 

 

 目 次 

 

１．ダイオキシン類の大気汚染状況の常時監視の目的 

２．測定対象 

３．測定地点及びその選定等 

（１）一般環境 

（２）固定発生源周辺 

（３）沿道 

（４）測定地点の見直し 

（５）既存の測定局の活用 

４．～９．（略） 

 

１．～２．（略） 

 

３．測定地点及びその選定等 

 測定地点の区分については、一般環境、固定発生源周辺及び沿道

の３種類とし、それぞれにおける測定地点選定の考え方は、以下の

とおりとする。 
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準は、以下のアに規定する全国的視点から必要な測定地点数に、以

下のイに規定する地域的視点から必要な測定地点数を加えて算定

する。 

 

  注）望ましい測定地点数の水準は、大気汚染による人の健康の保

護及び生活環境の保全の見地から定めるものであることから、

車道局など、人が通常生活していない地域又は場所に配置さ

れ、環境基準の達成状況の判断に使用されない測定地点の数は

含まないものとする。また、地域全体の大気汚染状況を把握す

るための数を示すものであることから、以下のような特殊な目

的を有する測定地点の数も含まないものとする。 

    ・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

    ・バックグラウンド（非汚染地域）における汚染物質の濃度

の把握 

    ・健康影響、生態系への影響等の研究を主たる目的とした汚

染物質の濃度の把握 

 

  ア 全国的視点から必要な測定地点数の算定 

   ① 人口及び可住地面積による算定 

     大気汚染物質に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活

環境の保全の見地から設定されたものである。したがって、

大気汚染物質の人への曝露の指標となる以下の人口基準及

び可住地面積（総面積から林野面積及び湖沼面積を差し引い

たもの。）基準で算定された都道府県ごとの測定地点数のう

ち、数の少ない方を都道府県ごとの基本的な測定地点数とす

る。 

    (a) 人口 75,000 人当たり１つの測定地点を選定する。 

    (b) 可住地面積 25km２当たり１つの測定地点を選定する。 
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   ② 環境濃度レベルに対応した測定地点数の調整 

     都道府県の測定地点のうち、過去３年間程度の間におい

て、環境基準の評価指標で最高値を示した測定地点の当該最

高値を以下のように区分し、「高」に該当する測定地点を有

する都道府県にあっては①で算定された数を、「中」に該当

する測定地点を有する都道府県にあっては①で算定された

数の概ね 1/2 の数を、「低」に該当する測定地点を有する都

道府県にあっては①で算定された数の概ね1/3の数を測定地

点数とする。 

   「高」：環境基準を未達成又は達成しているが、基準値の７割

を超える。 

   「中」：環境基準を達成しているが、基準値の３割を超え、か

つ、７割以下。 

   「低」：環境基準を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

   ③ ダイオキシン類の特性に対応した測定地点数の調整 

     ダイオキシン類は、長期的な曝露が問題であり、環境基準

等が年平均値で設定されているが、年平均値は、日平均値等

と比べて、より広範な地域の環境状況を示すものと考えられ

る。また、ダイオキシン類の排出が主に大気を通じて土壌、

水質、底質など他の環境媒体に移行、蓄積するものであり、

大気のモニタリングが他の環境媒体の汚染可能性の早期

検知に資するため、①及び②で算定された数の概ね 4/5 の数

を測定地点数とする。 

 

  イ 地域的視点から必要な測定地点数の算定 

   ① 自然的状況の勘案 

    以下のような地形的な状況や気象的な状況等の地域固有の

自然的状況を勘案し、これに対応するために必要となる測定地
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点数を定める。 

   (a) 地形的な状況 

     山地等により他の地域と分断されている地域、谷筋又は河

川・湖沼等の近傍で気流が複雑な地域、海岸部で風速が大き

い地域等にあっては、他の地域の大気環境と一体性がなく、

一方の都市での測定結果で他方の都市の大気の状況を代表

させるのは適当ではない。 

    (b) 気象的な状況 

          気温、風向、風速、日射量、季節変化等により大気環境に

影響を与える。 

  ② 社会的状況の勘案 

         以下のような大気汚染発生源への対応、住民のニーズへの

対応、規制や計画の履行状況の確認、今後の開発の予定、各

種調査研究への活用等の常時監視の社会的有用性を勘案し、

これに対応するために必要となる測定地点数を定める。 

        (a) 大気汚染発生源への対応 

           固定発生源に関しては、工場等の分布、規模及び排出口

の高さ等の状況並びに近傍の風向により大気環境に影響

を与える。特に、工場が密集している地域等においては、

事故等の異常発生時に迅速に対処する必要があることに

留意する。また、常時監視の対象物質の測定値から、当該

対象物質以外の大気汚染物質の排出動向についても推測

ができ、大気汚染物質全般の監視の役割をも果たしている

場合がある。 

           移動発生源に関しては、道路の配置又は変更予定ととも

に、道路の構造、車種別交通量、走行速度、沿道状況等に

より大気環境に影響を与える。 

また、中・高層ビルの密集している都市部においては、
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気流やビルの排熱等が大気環境に影響を与える。 

     (b) 住民のニーズへの対応 

      測定地点の選定について、地域住民との約束や要望等の社

会的要請が存在する場合は、十分な合意を得る必要がある。

     (c) 規制や計画の履行状況の確認 

       常時監視は、工場等が自ら行う環境監視体制を補完し、

行政が規制の遵守状況を最終的に確認する手段としての

役割をも担っている。また、公害防止計画、港湾計画等各

種計画において、当該計画の進捗状況を確認する手段とし

て常時監視が積極的に位置づけられている場合がある。 

     (d) 今後の開発の予定 

大規模な開発が予定される場合、事前に大気環境の測定

を行う必要がある。 

     (e) 各種調査研究への活用 

       これまで蓄積してきた測定地点のデータは、測定地点周

辺の健康影響調査における平均曝露量等、研究や科学的デ

ータの基礎資料としても活用され、重要な役割を担ってい

る。特に、環境影響評価調査において、測定地点のデータ

が活用できる場合、過去からの傾向が明らかなことから、

予測評価の精度向上が図られる等、調査の効率化や質的向

上に貢献している。 

   ③ これまでの経緯の勘案 

     選定されてから相当の期間を経過し、継続して測定をして

きた測定地点については、大気環境の経年変化を知る上で重

要な意義を有している。また、測定の有用性について地域住

民から高い評価を得ており、測定が地域では所与のものとし

て受け止められている場合も多い。このように、既存の測定

地点については、これまでの経緯を十分に勘案し、必要に応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 6 -

じて、望ましい測定地点数の水準に加算することにより、存

続を図ることとする。 

 

（２）測定地点の選定 

  （１）の規定により算定された測定地点数は、都道府県ごとの望

ましい測定地点の総数を示したものであり、具体的に測定地点を

どこに選定するかについては、測定地点数を算定した際の全国的

及び地域的視点を踏まえ、各都道府県及び政令市において適切に

決定する。測定地点は以下の３つの種類に区分されるが、それぞ

れの選定についても、以下に記載する点を考慮しつつ、地域の実

情に応じて決定することとする。 

    ① 一般環境（略） 

     

② 固定発生源周辺（略） 

     

  ③ 沿道（略） 

 

（３）測定地点の見直し 

   人口、環境濃度レベルの変化等により３．（１）アに規定する

全国的視点から必要な測定地点数の算定基礎データが変化した

場合又は発生源、道路、交通量の状況等の社会的状況の変化等に

より３．（１）イに規定する地域的視点から必要な測定地点数の

算定基礎データが変化した場合には、適宜、測定地点の数及び選

定について再検討を行い、必要に応じて見直しを行うこととす

る。 

 

（４）既存の測定局の活用 

これまでに設置された一般環境大気測定局及び自動車排出ガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）一般環境（略） 

  

（２）固定発生源周辺（略） 

 

（３）沿道（略）  

 

（４）測定地点の見直し 

 発生源の状況、環境濃度の動向等に注意を払いつつ、測定地

点の配置について随時検討及び評価を行い、必要に応じて見直

しを行うこととする。 

 

 

 

 

 

（５）既存の測定局の活用 

これまでに設置された一般環境大気測定局及び自動車排出ガ
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ス測定局をダイオキシン類の測定地点として活用することは、サ

ンプリングを確実に実行し、また効率的に常時監視体制を整備す

る上でも有効である。このため、上記（２）に基づき、選定すべ

き測定地点として適正であるか判断の上、既存の測定局の中から

測定地点を選択することは差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．測定頻度等 
   長期曝露による健康リスクが懸念されているダイオキシン類 
  の大気汚染状況の常時監視においては、原則として年平均濃度を

求めるものとする。 
 ダイオキシン類の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係

しているため、季節変動、週内変動及び日内変動が認められる。

常時監視に当たって、季節変動が適切に平均化されるよう、季節

毎に測定を実施することが望ましいが、少なくとも夏期及び冬期

に測定を実施するものとする。その際、原則として年度をとおし

て１週間サンプリング手法により測定することが望ましい。 
 
 
 
５．（略） 

ス測定局をダイオキシン類の測定地点として活用することは、サ

ンプリングを確実に実行し、また効率的に常時監視体制を整備す

る上でも有効である。このため、上記（１）から（３）までに基

づき、選定すべき測定地点として適正であるか判断のうえ、既存

の測定局の中から測定地点を選択することは差し支えない。 

 なお、法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により各般

のダイオキシン類の排出削減対策が講じられており、これらに

よる環境改善効果を把握し、大気環境基準の達成状況を確認す

るためには、同一地点において継続的に監視することが重要で

あることから、法施行前において大気汚染防止法第２２条に基

づきダイオキシン類の大気に係る常時監視を実施していた地点

については優先的に、法第２６条に基づく常時監視を実施する

地点として選定するよう努めるものとする。 

 

４．測定頻度等 
   長期曝露による健康リスクが懸念されているダイオキシン類 
  の大気汚染状況の常時監視においては、原則として年平均濃度を

求めるものとする。 
 ダイオキシン類の排出等は、人の社会・経済活動に密接に関係

しているため、季節変動、週内変動及び日内変動が認められる。

常時監視に当たって、季節変動が適切に平均化されるよう、季節

毎に測定を実施することが望ましいが、少なくとも夏期及び冬期

に測定を実施するものとする。その際、連続二四時間のサンプリ

ングを実施し、日内変動を平均化するものとする。さらに、サン

プリングを実施する曜日が偏らないようにし、週内変動を平均化

することが望ましい。 
 

５．（略）  
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６．測定方法 
   測定方法については、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マ 
  ニュアル」(平成１３年８月２０日環管総第２３９号、環管大第
２６２号)による。 

 
７．～９．（略） 
 

 
６．測定方法 
   測定方法については、「ダイオキシン類に係る大気環境調査マ 
  ニュアル」(平成１２年６月５日環大規第１９３号)による。 
 
７．～９．（略） 
 

 


